


（N＝182）

（N＝97）

outline

高等専修学校とは

大学入学資格付与

大学等への進学が可能な高等専修学校もあります2

一定の要件を満たした高等専修学校を卒業することで、高等学
校を卒業しなくても、高等学校の卒業生と同等以上の学力がある
と認められ、大学への入学資格を得ることができます（学校教育
法第90条、学校教育法施行規則第150条）。卒業することで大
学入学資格を得られる高等専修学校を「大学入学資格付与指
定校」と呼びます。具体的には、以下が指定校の条件となります。

　　1.修業年限が3年以上であること
　　2.卒業に必要な総授業時数が2590時間以上
　　（普通科目の総授業時数が420時間以上が望ましい）
　　であること

これらの条件を満たした文部科学大臣に指定された高等専修学
校を卒業することで、高等学校の卒業生と同様に大学や短期大
学に進学することができます。

技能連携

技能連携制度とは、高等学校の通信制または定時制の課程に
在籍する生徒が、各都道府県教育委員会の指定する技能教育
施設で教育を受けている場合、その教育施設における学習を在
籍高等学校における教科の一部の履修とみなす制度を指します
（学校教育法第55条）。
技能教育施設として指定を受けることができるのは、修業年限1
年以上で年間指導時間数が680時間以上、教員の一定規模以
上が高等学校教諭の免許状を有することなどの基準を満たす教
育施設です。技能教育施設の指定を受けた高等専修学校と高
等学校の両方に在籍し、カリキュラムを同時に学び、双方の課
程を修了した場合は、高等専修学校の卒業資格とともに連携先
の高等学校の卒業資格を得ることができます。

高等専修学校を卒業することで、
大学等の高等教育機関に進学することも可能です。
具体的には、「大学入学資格付与」や「技能連携」の制度を活用します。
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平成29年度　文部科学省「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」
※アンケートに回答していない高等専修学校の中で、「いずれにもあてはまらない」
に該当する学校がある可能性があります。
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大学入学資格付与、技能連携校の指定状況

1

修業年限が3年以上の学校2

3年制の高等専修学校のほとんどは、卒業後に大学へ進学することができます
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